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Ⅰ 事業の概要 

 

１ 事業の目的 

・ 我が国において、物流は、国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラである

が、担い手不足が深刻化し、小口多頻度化、積載効率の低迷、意図せざる荷待ち時間

等の非効率が発生するなど、多くの課題を抱えている。 

・ 加えて、物流業界においては、2024 年度からのトラックドライバーへの時間外労働

上限規制の適用や、カーボンニュートラルへの対応も求められており、産業活動に不

可欠な物資が運べなくなる事態が起きかねない危機的な状況にある。 

・ これら課題の解決に向けては、物流事業者のみならず、荷主事業者を含めた産業界全

体での議論、対応が必要と考えられる。 

・ 全国同様の状況にある中、日本の国土の 22％を占め、都市間の移動距離が長く、農林

水産業や食料品製造業が主要産業で我が国の食糧基地の位置づけにある等の特性を

持つ北海道は、特に持続可能な物流機能構築の重要性が高い地域といえる。 

・ こうした「持続可能な物流」の実現に向けた方策を検討するには、北海道内の貨物輸

送量（道内相互間）の 9 割以上を占める輸送機関が自動車（主にトラック）である実

情を踏まえ、その状況等の把握が不可欠と考えられる。 

・ このため、本事業では、主としてトラック輸送の観点から北海道の地域物流に係る実

態や課題等を明らかにすることを目的に、道内の荷主企業・物流企業・関係機関等を

対象にヒアリング調査（基礎調査）等を実施した。 

 

２ 調査の方法 

2.1トラック輸送の観点から見た北海道の地域物流に係る実態の整理 

・ トラック輸送に関する基礎的な情報や課題の把握・整理を目的として、各種統計や文

献等のデータを活用してトラック輸送の観点から見た北海道の地域物流に係る実態

を整理した。 

 

2.2道内の荷主企業・物流企業・関係機関等に対するヒアリング 

・ 物流現場が認識する課題やその解決に向けて行われている取組等を明らかにするこ

とを目的として、道内の荷主企業・物流企業・関係機関等に対するヒアリングを実施

した。 

ヒアリング調査対象企業の選定にあっては、道内主要産業であり貨物量が多い農業・

食品分野、建設分野、道民生活と密接な関わりのある日用品分野に着目し、また、ト

ラック物流の実態や課題を幅広く把握できるよう道内に所在する大手・中堅企業や業

界内のリーダー的な企業を調査対象候補とし、関係機関の選定については、物流企業

や荷主企業との関連性が深い機関を調査対象候補とした。 
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開催概要 

名称 物流セミナー～北海道の持続的かつ効率的な物流の推進に向けて～ 

開催方法 ハイブリッド方式（来場参加、オンライン参加併用） 

開催日時 2023 年 3 月 27 日（月）15:00～16:45 

開催場所 TKP ガーデンシティ札幌駅前 3 階「ホール 3D」 

発表者等 事例発表企業：イオン北海道株式会社 

幸楽輸送株式会社  

北海道ロジサービス株式会社 

ポイント解説：北海商科大学商学部商学科 相浦宣徳教授 

施策紹介  ：経済産業省北海道経済産業局 

参加者数 203 名（会場 55 名、オンライン 148 名） 
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Ⅱ調査の結果 

１トラック輸送の観点から見た北海道の地域物流に係る実態の整理 

1.1既存統計の活用による北海道の地域物流の実態整理 

(１) 貨物量に係る実態 

①北海道内（相互間）における輸送モード別流動貨物量 

・ 令和 2 年度貨物地域流動調査結果によると自動車による流動貨物量は 376,986 千ト

ンとなっており、全体の 98.0%を占めている。 

 

輸送モード別にみた道内流動貨物量（令和２年度） 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省） 

 

・ 平成 28 年度から令和 2 年度の貨物地域流動調査により平成 28 年度から 5 年間の道

内貨物量の推移をみると、自動車及び海運が横ばいないし微増での推移となっている。 

・ 一方、鉄道は令和元年度及び令和 2 年度の貨物量に落ち込みがみられる。 

 

輸送モード別の道内流動貨物量の推移 

 

出典：「平成 28 年度～令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省） 
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平成28年度=１とした指数の推移 

 

出典：「平成 28 年度～令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省） 

 

②北海道内における自動車貨物の輸送状況 

・ 平成 28 年度から令和 2 年度の貨物地域流動調査によると令和 2 年度の貨物量は 377

百万トンとなっており、そのうち約 9 割の 328 百万トンが運輸支局管区内での輸送と

なっている。 

・ 運輸支局管区内での輸送量は、過去 5 年間、微増傾向で推移している。 

北海道内における自動車貨物量の推移 

 

 

資料名：「平成 28 年度～令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省） 
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③品目別にみた北海道内の自動車貨物の輸送状況 

・ 令和 2 年度貨物地域流動調査により自動車貨物の輸送状況を品目別にみると、輸送量

が最も多い（「廃棄物」を除く）のは「砂利・砂・石材」の 7,132 万トンとなってい

る。次いで、「その他の窯業品」（2,425 万トン）、「動植物性飼肥料」（2,221 万トン）、

「食料工業品」（2,151 万トン）、「石油製品」（1,730 万トン）の順に輸送量が多くなっ

ている。 

 

品目別にみた自動車貨物の輸送状況（令和２年度） 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省） 

 

道内各運輸

支局管区内

運輸支局

管区間
全体計

道内各運輸

支局管区内

運輸支局

管区間
全体計

農水産品 32,039 7,873 39,912 ー ー ー

穀物 4,197 1,618 5,815 16 10 15

野菜・果物 6,682 2,608 9,290 13 7 13

その他の農産品 9,525 765 10,290 9 20 12

畜産品 9,143 1,590 10,732 10 11 11

水産品 2,493 1,292 3,786 23 15 21

林産品 8,997 3,489 12,487 ー ー ー

木材 8,959 3,478 12,437 11 5 9

薪炭 39 12 50 31 30 31

鉱産品 79,447 2,599 82,046 ー ー ー

石炭 4,403 902 5,305 15 18 16

金属鉱 697 128 824 25 27 26

砂利・砂・石材 70,208 1,109 71,317 2 17 2

石灰石 0 0 0 32 32 32

その他の非鉄金属鉱 4,139 460 4,599 17 24 19

金属機械工業品 19,315 5,516 24,831 ー ー ー

鉄鋼 3,105 1,334 4,439 20 13 20

非鉄金属 303 169 472 29 26 28

金属製品 3,505 1,299 4,804 19 14 18

機械 12,402 2,713 15,115 8 6 8

化学工業品 47,088 6,846 53,934 ー ー ー

セメント 3,764 1,369 5,133 18 12 17

その他の窯業品 23,029 1,224 24,253 3 16 3

石油製品 15,054 2,250 17,304 6 9 7

石炭製品 89 12 102 30 29 30

化学薬品 376 544 921 27 22 25

化学肥料 2,695 814 3,508 21 19 22

その他の化学工業品 2,080 632 2,713 24 21 23

軽工業品 21,006 8,865 29,871 ー ー ー

紙・パルプ 5,744 2,277 8,021 14 8 14

繊維工業品 333 3 336 28 31 29

食料工業品 14,929 6,585 21,514 7 1 5

雑工業品 7,963 4,666 12,629 ー ー ー

日用品 7,397 4,468 11,866 12 3 10

その他の製造工業品 565 198 764 26 25 27

特種品 112,365 8,913 121,278 ー ー ー

金属くず 2,562 80 2,641 22 28 24

動植物性飼肥料 18,323 3,883 22,206 4 4 4

廃棄物 75,294 475 75,769 1 23 1

その他の特種品 16,187 4,475 20,662 5 2 6

その他 0 0 0 ー ー ー

その他 0 0 0 32 32 32

合計 328,220 48,767 376,987 ー ー ー

輸送量（単位：千トン） 品目別にみた輸送量の順位
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④自動車貨物の地域間輸送の状況（上位 10品目） 

・ ここでは令和 2 年度貨物流動調査を用いて、自動車貨物のうち輸送量の多い上位 10

品目（「廃棄物」を除く）に着目して、令和 2 年度の地域間の輸送状況（同一地域内

の輸送を除く）を整理した。 

・ 地域区分は、運輸支局管区の対象地域を基本としたが、「札幌」と「室蘭」については

同じ道央圏として捉えることができるため、同一地域として整理した。なお、各運輸

支局管区の対象地域は下表のとおりである。 

 

各運輸支局管区の対象地域 

 対象地域 

札幌 石狩振興局管内、後志総合振興局管内、空知総合振興局管内（深川市および雨竜郡を除く） 

室蘭 胆振総合振興局管内、日高振興局管内 

函館 渡島総合振興局管内、檜山振興局管内 

旭川 上川総合振興局管内、留萌振興局管内、宗谷総合振興局管内、空知総合振興局（深川市および雨竜郡） 

釧路 釧路総合振興局管内、根室振興局管内 

帯広 十勝総合振興局管内 

北見 オホーツク総合振興局管内 

 

【砂利・砂・石材】 

・ 発地についてみると、「札幌・室蘭」が 9.1 万トン、「函館」が 6.7 万トン、「帯広」が

4.9 万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 9 割以上を占めている。 

・ 着地についてみると、「札幌・室蘭」が 6.7 万トン、「釧路」及び「帯広」がそれぞれ

6.4・6.2 万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 8 割台半ばを占めている。 

・ 「札幌・室蘭」と他地域の荷物の動きをみると、「札幌・室蘭」発が 9.1 万トンとなっ

ているのに対して、「札幌・室蘭」着は 6.7 万トンとなっており、着貨物量は発貨物量

の 74％の水準にとどまっている。 

「砂利・砂・石材」の地域間輸送の状況 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省）※小数点以下の処理で合計と内訳計が一致しない場合がある 

 

単位：千トン

札幌・室蘭 旭川 函館 釧路 帯広 北見 合計

札幌・室蘭 － 13 0 15 62 0 91

旭川 0 － 0 0 0 0 0

函館 67 0 － 0 0 0 67

釧路 0 0 0 － 0 19 19

帯広 0 0 0 49 － 0 49

北見 0 0 0 0 0 － 0

合計 67 13 0 64 62 19 225

着地

発

地
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【その他の窯業品】 

・ 発地についてみると、「札幌・室蘭」が 27.5 万トン、「北見」が 10.5 万トンとなって

おり、これら 2 地域で全体の 8 割以上を占めている。 

・ 着地についてみると、「旭川」が 17.0 万トン、「釧路」が 9.9 万トン、「北見」が 7.4

万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 7 割台半ばを占めている。 

・ 「札幌・室蘭」と他地域の荷物の動きをみると、「札幌・室蘭」発が 27.5 万トンとな

っているのに対して、「札幌・室蘭」着は 3.9 万トンとなっており、着貨物量は発貨物

量の 14％の水準にとどまっている。 

 

「その他の窯業品」の地域間輸送の状況 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省）※小数点以下の処理で合計と内訳計が一致しない場合がある 

 

【動植物性飼肥料】 

・ 発地についてみると、「釧路」が 118.3 万トン、「帯広」が 87.4 万トン、「札幌・室蘭」

が 78.9 万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 9 割近くを占めている。 

・ 着地についてみると、「帯広」が 128.0 万トン、「北見」が 77.1 万トン、「釧路」が 47.8

万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 8 割近くを占めている。 

・ 「札幌・室蘭」と他地域の荷物の動きをみると、「札幌・室蘭」発が 78.9 万トンとな

っているのに対して、「札幌・室蘭」着は 15.7 万トンとなっており、着貨物量は発貨

物量の 20％の水準にとどまっている。 

「動植物性飼肥料」の地域間輸送の状況 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省）※小数点以下の処理で合計と内訳計が一致しない場合がある 

 

単位：千トン

札幌・室蘭 旭川 函館 釧路 帯広 北見 合計

札幌・室蘭 － 95 59 29 18 74 275

旭川 9 － 0 0 0 0 9

函館 30 0 － 0 0 0 30

釧路 0 0 0 － 0 0 0

帯広 0 0 0 39 － 0 39

北見 0 75 0 30 0 － 105

合計 39 170 59 99 18 74 459

着地

発

地

単位：千トン

札幌・室蘭 旭川 函館 釧路 帯広 北見 合計

札幌・室蘭 － 165 58 141 388 37 789

旭川 6 － 0 0 27 0 33

函館 74 0 － 0 0 0 74

釧路 0 51 9 － 819 303 1,183

帯広 55 216 15 156 － 431 874

北見 22 0 0 181 46 － 248

合計 157 432 82 478 1,280 771 3,200

着地

発

地
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【食料工業品】 

・ 発地についてみると、「札幌・室蘭」が 206.6 万トン、「旭川」が 99.1 万トン、「帯広」

が 67.1 万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 9 割以上を占めている。 

・ 着地についてみると、「札幌・室蘭」が 128.7 万トン、「釧路」が 82.1 万トン、「旭川」

が 65.9 万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 7 割近くを占めている。 

・ 「札幌・室蘭」と他地域の荷物の動きをみると、「札幌・室蘭」発が 206.6 万トンとな

っているのに対して、「札幌・室蘭」着は 128.7 万トンとなっており、着貨物量は発貨

物量の 62％の水準にとどまっている。 

 

「食料工業品」の地域間輸送の状況 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省）※小数点以下の処理で合計と内訳計が一致しない場合がある 

 

【石油製品】 

・ 発地についてみると、「釧路」が 96.5 万トン、「札幌・室蘭」が 13.6 万トンとなって

おり、これら 2 地域で全体の 9 割台半ばを占めている。 

・ 着地についてみると、「帯広」が 55.5 万トン、「北見」が 47.1 万トンとなっており、

これら 2 地域で全体の 9 割近くを占めている。 

・ 「札幌・室蘭」と他地域の荷物の動きをみると、「札幌・室蘭」発が 13.6 万トンとな

っているのに対して、「札幌・室蘭」着は 3.9 万トンとなっており、着貨物量は発貨物

量の 29％の水準にとどまっている。 

「石油製品」の地域間輸送の状況 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省）※小数点以下の処理で合計と内訳計が一致しない場合がある 

 

単位：千トン

札幌・室蘭 旭川 函館 釧路 帯広 北見 合計

札幌・室蘭 － 617 477 330 480 161 2,066

旭川 891 － 0 0 0 100 991

函館 40 0 － 0 0 0 40

釧路 73 0 0 － 12 28 114

帯広 188 22 0 459 － 2 671

北見 94 20 0 32 39 － 185

合計 1,287 659 477 821 531 291 4,067

着地

発

地

単位：千トン

札幌・室蘭 旭川 函館 釧路 帯広 北見 合計

札幌・室蘭 － 0 43 31 36 26 136

旭川 0 － 0 0 0 0 0

函館 0 0 － 0 0 0 0

釧路 0 0 0 － 519 445 965

帯広 39 16 0 1 － 0 56

北見 0 0 0 0 0 － 0

合計 39 16 43 32 555 471 1,156

着地

発

地
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【機械】 

・ 発地についてみると、「札幌・室蘭」が 91.0 万トン、「旭川」が 29.8 万トン、「帯広」

が 25.5 万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 8 割台半ばを占めている。 

・ 着地についてみると、「札幌・室蘭」が 55.9 万トン、「旭川」が 47.4 万トン、「帯広」

が 42.5 万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 8 割台半ばを占めている。 

・ 「札幌・室蘭」と他地域の荷物の動きをみると、「札幌・室蘭」発が 91.0 万トンとな

っているのに対して、「札幌・室蘭」着は 55.9 万トンとなっており、着貨物量は発貨

物量の 61％の水準にとどまっている。 

 

「機械」の地域間輸送の状況 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省）※小数点以下の処理で合計と内訳計が一致しない場合がある 

 

【木材】 

・ 発地についてみると、「帯広」が 90.0 万トン、「札幌・室蘭」が 69.0 万トン、「北見」

が 55.6 万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 9 割以上を占めている。 

・ 着地についてみると、「札幌・室蘭」が 90.6 万トン、「旭川」が 75.4 万トン、「釧路」

が 29.5 万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 8 割以上を占めている。 

・ 「札幌・室蘭」と他地域の荷物の動きをみると、「札幌・室蘭」発が 69.0 万トンとな

っているのに対して、「札幌・室蘭」着は 90.6 万トンとなっており、着貨物量は発貨

物量の 131％の水準となっている。 

「木材」の地域間輸送の状況 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省）※小数点以下の処理で合計と内訳計が一致しない場合がある 

 

単位：千トン

札幌・室蘭 旭川 函館 釧路 帯広 北見 合計

札幌・室蘭 － 395 94 56 349 17 910

旭川 276 － 0 0 6 15 298

函館 23 0 － 0 0 0 23

釧路 0 0 0 － 70 0 70

帯広 248 0 0 8 － 0 255

北見 12 80 0 48 0 － 140

合計 559 474 94 112 425 32 1,696

着地

発

地

単位：千トン

札幌・室蘭 旭川 函館 釧路 帯広 北見 合計

札幌・室蘭 － 496 31 21 55 87 690

旭川 88 － 0 0 0 0 88

函館 58 0 － 0 0 0 58

釧路 56 0 0 － 8 0 64

帯広 408 166 0 231 － 95 900

北見 296 92 0 43 125 － 556

合計 906 754 31 295 188 182 2,356

着地

発

地
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【日用品】 

・ 発地についてみると、「札幌・室蘭」が 169.9 万トン、「旭川」が 62.4 万トンとなって

おり、これら 2 地域で全体の 9 割以上を占めている。 

・ 着地についてみると、「旭川」が 85.6 万トン、「札幌・室蘭」が 76.9 万トン、「帯広」

が 46.5 万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 8 割台半ばを占めている。 

・ 「札幌・室蘭」と他地域の荷物の動きをみると、「札幌・室蘭」発が 169.9 万トンとな

っているのに対して、「札幌・室蘭」着は 76.9 万トンとなっており、着貨物量は発貨

物量の 45％の水準にとどまっている。 

「日用品」の地域間輸送の状況 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省）※小数点以下の処理で合計と内訳計が一致しない場合がある 

 

【畜産品】 

・ 発地についてみると、「旭川」が 67.1 万トン、「帯広」が 29.8 万トン、「北見」が 17.9

万トン、「釧路」が 16.9 万トンとなっており、これら 4 地域で全体の 9 割を占める。 

・ 着地についてみると、「札幌・室蘭」が 84.4 万トン、「北見」が 21.5 万トン、「帯広」

が 16.1 万トン、「旭川」が 13.7 万トンとなっており、これら 4 地域で全体の 9 割以

上を占めている。 

・ 「札幌・室蘭」と他地域の荷物の動きをみると、「札幌・室蘭」発が 14.1 万トンとな

っているのに対して、「札幌・室蘭」着は 84.4 万トンとなっており、着貨物量は発貨

物量の 6 倍の水準となっている。 

「畜産品」の地域間輸送の状況 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省）※小数点以下の処理で合計と内訳計が一致しない場合がある 

 

単位：千トン

札幌・室蘭 旭川 函館 釧路 帯広 北見 合計

札幌・室蘭 － 856 248 8 463 125 1,699

旭川 605 － 0 0 1 18 624

函館 164 0 － 0 0 0 164

釧路 0 0 0 － 0 0 0

帯広 0 0 0 0 － 0 0

北見 0 0 0 0 0 － 0

合計 769 856 248 8 465 142 2,488

着地

発

地

単位：千トン

札幌・室蘭 旭川 函館 釧路 帯広 北見 合計

札幌・室蘭 － 29 5 0 89 18 141

旭川 647 － 0 0 1 23 671

函館 0 0 － 0 0 0 0

釧路 19 0 0 － 45 104 169

帯広 137 20 0 71 － 70 298

北見 40 87 0 25 26 － 179

合計 844 137 5 96 161 215 1,458

着地

発

地
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【その他の農産品】 

・ 発地についてみると、「北見」が 23.4 万トン、「旭川」が 16.2 万トン、「帯広」が 12.7

万トンとなっており、これら 3 地域で全体の 9 割以上を占めている。 

・ 着地についてみると、「札幌・室蘭」が 38.9 万トン、「釧路」が 12.6 万トンとなって

おり、これら 2 地域で全体の 9 割以上を占めている。 

・ 「札幌・室蘭」と他地域の荷物の動きをみると、「札幌・室蘭」発が 0.1 万トンとなっ

ているのに対して、「札幌・室蘭」着は 38.9 万トンとなっており、着貨物量は発貨物

量の約 400 倍の水準となっている。 

 

「その他の農産品」の地域間輸送の状況 

 

出典：「令和 2 年度貨物地域流動調査」（国土交通省）※小数点以下の処理で合計と内訳計が一致しない場合がある 

 

  

単位：千トン

札幌・室蘭 旭川 函館 釧路 帯広 北見 合計

札幌・室蘭 － 0 1 0 0 0 1

旭川 152 － 0 0 0 10 162

函館 0 0 － 0 0 0 0

釧路 27 0 0 － 11 0 38

帯広 107 0 0 20 － 0 127

北見 103 0 0 106 24 － 234

合計 389 0 1 126 35 10 561

発

地

着地
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(２) 物流事業者（担い手）に係る実態 

①北海道内の貨物自動車運送事業者数・保有車両数の推移 

・ 「数字でみる北海道の運輸令和 4 年版」により北海道内の貨物自動車運送事業者数・

保有車両数の推移を把握した。 

【一般トラック】 

・ 過去 5 年間の事業者数は概ね 3,500 前後で横ばいでの推移となっている。 

・ 一方、届出車両数は平成 29 年度の約 9 万台から増加傾向で推移しており、令和 3 年

度で 97,476 台となっている。 

道内の貨物自動車運送事業者数及び届出車両数の推移（一般トラック） 

 

出典：「数字でみる北海道の運輸令和 4 年版」（北海道運輸局） 

 

【特積トラック】 

・ 過去 5 年間の事業者数は 22 で変化がない。 

・ 一方、届出車両数は年度による増減がややみられるものの、概ね 300 台前後で推移し

ている。 

 

道内の貨物自動車運送事業者数及び届出車両数の推移（特積トラック） 

 

出典：「数字でみる北海道の運輸令和 4 年版」（北海道運輸局） 
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②北海道内の貨物自動車運送事業者の規模別構成 

・ ・「数字でみる北海道の運輸令和 4 年版」により、北海道内の貨物自動車運送事業者

の規模別構成を把握した。 

【資本金別】 

・ 貨物自動車運送事業者数を資本金別にみると、「501～1000 万円まで」が 31.0％と最

も多く、次いで「1001～3000 万円まで」が 23.2％、「201～300 万円まで」が 15.3％、

「301～500 万円まで」が 11.9％となっている。全体的にみると、資本金 1000 万円

までの事業者が多く、67.0％を占めている。 

・ このうち特積トラックを所有している貨物自動車運送事業者数について、資本金別に

みると、「5001～10000 万円まで」が 57.1％と最も多く、次いで「1001～3000 万円

まで」が 28.6％となっている。また、全ての事業者が資本金 1001 万円以上の規模と

なっている。 

 

資本金別にみた貨物自動車運送事業者の構成 

 
出典：「数字でみる北海道の運輸令和 4 年版」（北海道運輸局） 

注 1）「その他」は公営及び個人の事業者。 

注 2）霊柩は含まない。 

注 3）本社所在地が道外にある事業者は事業者数から除く。 

 

【従業員数別】 

・ 貨物自動車運送事業者数を従業員数別にみると、「10 人まで」が 49.8％と最も多く、

次いで「11～20 人まで」が 24.0％、「21～30 人まで」が 9.9％となっており、従業員

数 30 人までの事業者が全体の 83.7％を占めている。 

・ このうち特積トラックを所有している貨物自動車運送事業者数について、従業員数別

にみると、「301～1000 人まで」が 42.9％と最も多く、次いで「101～200 人まで」が

35.7％となっている。また、全ての事業者が従業員数 31 人以上の規模となっている。 

 

事業者数 構成比 事業者数 構成比

50万円まで 147 4.3% 0 0.0%

51～100万円まで 99 2.9% 0 0.0%

101～200万円まで 54 1.6% 0 0.0%

201～300万円まで 518 15.3% 0 0.0%

301～500万円まで 405 11.9% 0 0.0%

501～1000万円まで 1,052 31.0% 0 0.0%

1001～3000万円まで 788 23.2% 4 28.6%

3001～5000万円まで 191 5.6% 1 7.1%

5001～10000万円まで 70 2.1% 8 57.1%

10001万円以上 17 0.5% 1 7.1%

その他 52 1.5% 0 0.0%

合計 3,393 100.0% 14 100.0%

一般トラック うち特積トラック
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従業員数別にみた貨物自動車運送事業者の構成 

 
出典：「数字でみる北海道の運輸令和 4 年版」（北海道運輸局） 

注 1）霊柩は含まない。 

注 2）本社所在地が道外にある事業者は事業者数から除く。 

 

【車両数別】 

・ 貨物自動車運送事業者数を車両数別にみると、「5 両まで」が 27.3％と最も多く、次

いで「6～10 人まで」が 25.3％、「11～15 両まで」が 12.9％となっており、車両数 15

両までの事業者が全体の 65.5％を占めている。 

・ このうち特積トラックを所有している貨物自動車運送事業者数について、車両数別に

みると、「501 両以上」が 28.6％と最も多く、次いで「101～200 両まで」が 21.4％と

なっている。また、1 社を除く事業者が車両数 31 両以上の規模となっている。 

 

車両数別にみた貨物自動車運送事業者の構成 

 
出典：「数字でみる北海道の運輸令和 4 年版」（北海道運輸局） 

注 1）霊柩は含まない。 

注 2）本社所在地が道外にある事業者は事業者数から除く。 

事業者数 構成比 事業者数 構成比

10人まで 1,691 49.8% 0 0.0%

11～20人まで 814 24.0% 0 0.0%

21～30人まで 336 9.9% 0 0.0%

31～50人まで 282 8.3% 1 7.1%

51～70人まで 89 2.6% 1 7.1%

71～100人まで 71 2.1% 1 7.1%

101～200人まで 75 2.2% 5 35.7%

201～300人まで 18 0.5% 0 0.0%

301～1000人まで 16 0.5% 6 42.9%

1001人以上 1 0.0% 0 0.0%

合計 3,393 100.0% 14 100.0%

うち特積トラック一般トラック

事業者数 構成比 事業者数 構成比

5両まで 927 27.3% 0 0.0%

6～10両まで 857 25.3% 0 0.0%

11～15両まで 437 12.9% 1 7.1%

16～20両まで 269 7.9% 0 0.0%

21～30両まで 318 9.4% 0 0.0%

31～50両まで 288 8.5% 2 14.3%

51～100両まで 184 5.4% 2 14.3%

101～200両まで 75 2.2% 3 21.4%

201～500両まで 25 0.7% 2 14.3%

501両以上 13 0.4% 4 28.6%

合計 3,393 100.0% 14 100.0%

うち特積トラック一般トラック
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③北海道内の自動車運転手の求人・求職状況の推移 

【直近 1年間（月別）】 

・ 令和 4 年北海道労働局統計をもとに直近 1 年間の自動車運転手の月間有効求人数を

みると、令和 4 年 3 月は 4,000 人を超え、それ以降も 4,000 人台で推移している。一

方、月間有効求職者数は当初は 2,000 人を超えていたものの、令和 4 年 4 月をピーク

に微減傾向で推移しており、9 月以降は 2,000 人を下回っている。 

・ 月間有効求人倍率は令和 4 年 7 月に 2 倍を超え、それ以降も 2 倍台で推移している。 

 

直近1年間における「自動車運転手」の求人数及び求職者数の推移 

 

出典：「令和 4 年北海道労働局統計」（北海道労働局） 

 

【有効求人倍率の経年変化】 

・ 平成 28 年～令和 4 年の北海道労働局統計をもとに各年 10 月の自動車運転手の有効

求人倍率をみると、平成 28 年以降上昇傾向で推移しており、令和元年にはピークと

なる 2.46 倍に達している。その後は新型コロナの影響もあって、令和 3 年には 1.87

倍まで低下したものの、令和 4 年には再び 2.18 倍まで上昇している。 

・ 職業計の有効求人倍率と比較すると、自動車運転手の有効求人倍率は概ね 2 倍近い水

準で推移しており、人手不足感の強い状況が続いている。 

 

自動車運転手の月間有効求人倍率の推移 

 
出典：「平成 28 年～令和 4 年北海道労働局統計」（北海道労働局） 

注）求人倍率は、各年とも 10 月の月間有効求人倍率を示したもの。 

R4年1月 R4年2月 R4年3月 R4年4月 R4年5月 R4年6月 R4年7月

月間有効求人数 3,829 3,912 4,139 4,306 4,305 4,296 4,296

月間有効求職者数 2,134 2,182 2,329 2,551 2,479 2,327 2,036

月間有効求人倍率 1.79 1.79 1.78 1.69 1.74 1.85 2.11

R4年8月 R4年9月 R4年10月 R4年11月 R4年12月 R5年1月

月間有効求人数 4,391 4,410 4,276 4,171 4,051 4,026

月間有効求職者数 2,028 1,981 1,960 1,939 1,890 1,987

月間有効求人倍率 2.17 2.23 2.18 2.15 2.14 2.03
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④貨物自動車運転手の労働時間 

・ 令和 3 年賃金基本構造統計調査をもとに貨物自動車運転手の労働時間について把握

した。 

【所定内実労働時間数】 

・ 令和 3 年の貨物自動車運転手の全体平均の所定内実労働時間（1 か月当たり）をみる

と、「営業用大型貨物自動車運転手」が 177 時間、「営業用貨物自動車運転者」が 174

時間となっており、職種平均の 165 時間を 10 時間程度上回っている。 

・ 企業規模別にみると、「営業用大型貨物自動車運転手」と「営業用貨物自動車運転者」

のいずれも企業規模が小さいほど実労働時間が長くなる傾向がみられる。 

・ 所定内実労働時間（1 か月当たり）について、職種（小分類）別の順位をみると、「営

業用大型貨物自動車運転手」が 2 位、「営業用貨物自動車運転者」が 4 位となってお

り、貨物自動車運転手の所定内実労働時間の長さが目立つ結果となっている。 

 

企業規模別にみた貨物自動車運転手の所定内実労働時間（1か月当たり） 

 
出典：「令和 3 年賃金基本構造統計調査」（厚生労働省） 

注）企業規模の分類（大企業、中企業、小企業）は常用雇用者の数によるもの。 

 

所定内実労働時間（1か月当たり）の職種（小分類）別順位 

 
出典：「令和 3 年賃金基本構造統計調査」（厚生労働省） 

注）職種は小分類（145 分類）によるもの。 

 

単位：時間

大企業

（1,000人以上）

中企業

（100～999人）

小企業

（10～99人）
全体平均

営業用大型貨物自動車運転者 171 177 177 177

営業用貨物自動車運転者（大型車を除く） 170 175 177 174

職種平均 161 165 168 165

単位：時間

順位
所定内実労働

時間数

1 建設・さく井機械運転従事者 187

2 営業用大型貨物自動車運転者 177

3 小・中学校教員 175

4 営業用貨物自動車運転者（大型車を除く） 174

4 自家用貨物自動車運転者 174

4 建設躯体工事従事者 174

4 配管従事者 174

4 ダム・トンネル掘削従事者，採掘従事者 174

9 歯科技工士 173

9 高等学校教員 173

9 大工 173

9 その他の建設従事者 173

職種平均 165
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【超過実労働時間数】 

・ 令和 3 年賃金基本構造統計調査をもとに令和 3 年の貨物自動車運転手の全体平均の

超過実労働時間（1 か月当たり）をみると、「営業用大型貨物自動車運転手」が 35 時

間、「営業用貨物自動車運転者」が 33 時間となっており、職種平均の 12 時間を 20 時

間以上上回っている。 

・ 企業規模別にみると、「営業用大型貨物自動車運転手」と「営業用貨物自動車運転者」

のいずれも企業規模が大きいほど実労働時間が長くなる傾向がみられる。 

・ 所定内実労働時間について、職種（小分類）別の順位をみると、「営業用大型貨物自動

車運転手」が 1 位、「営業用貨物自動車運転者」が同率 2 位となっており、貨物自動

車運転手の超過実労働時間の長さが目立つ結果となっている。 

 

企業規模別にみた貨物自動車運転手の超過実労働時間（1か月当たり） 

 
出典：「令和 3 年賃金基本構造統計調査」（厚生労働省） 

注）企業規模の分類（大企業、中企業、小企業）は常用雇用者の数によるもの。 

 

超過実労働時間（1か月当たり）の職種（小分類）別順位 

 
出典：「令和 3 年賃金基本構造統計調査」（厚生労働省） 

注）職種は小分類（145 分類）によるもの。 

 

 

  

単位：時間

大企業

（1,000人以上）

中企業

（100～999人）

小企業

（10～99人）
全体平均

営業用大型貨物自動車運転者 45 45 30 35

営業用貨物自動車運転者（大型車を除く） 41 38 22 33

職種平均 14 13 9 12

単位：時間

順位
超過労働

時間数

1 営業用大型貨物自動車運転者 35

2 営業用貨物自動車運転者（大型車を除く） 33

2 船内・沿岸荷役従事者 33

4 バス運転者 25

4 クレーン・ウインチ運転従事者 25

6 鋳物製造・鍛造従事者 23

6 自動車組立従事者 23

6 ダム・トンネル掘削従事者，採掘従事者 23

9 金属工作機械作業従事者 22

10 獣医師 21

職種平均 12
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⑤貨物自動車運転手の給与・賞与額 

・ 令和 3 年賃金基本構造統計調査をもとに、貨物自動車運転手の全体平均の給与・賞与

額をみると、「営業用大型貨物自動車運転手」が 463 万円、「営業用貨物自動車運転者」

が 430 万円となっており、職種平均の 490 万円を下回っている。 

・ 企業規模別にみると、「営業用大型貨物自動車運転手」は大企業、中企業、小企業のい

ずれも職種平均に近い水準の給与・賞与額となっているが、「営業用貨物自動車運転

者」は大企業、中企業、小企業のいずれも職種平均を 50～60 万円下回っている。 

 

企業規模別にみた貨物自動車運転手の給与・賞与額 

 
出典：「令和 3 年賃金基本構造統計調査」（厚生労働省） 

注）企業規模の分類（大企業、中企業、小企業）は常用雇用者の数によるもの。 

 

⑥営業用貨物自動車の輸送量の将来推計 

・ 日本ロジスティクスシステム協会の推計によると、営業用貨物自動車輸送量は今後も

増加傾向で推移し、2030 年には 32 億トンまで増加すると見込まれている。 

・ 一方、貨物自動車輸送の担い手となるドライバーは今後減少傾向に拍車が掛かること

になり、2030 年には 11.4 億トンの荷物が運べなくなる見通しとなっている。 

 

営業用貨物自動車の需給バランス 

 

出典：「ロジスティクスコンセプト 2030」（公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会） 

 

単位：千円

大企業

（1,000人以上）

中企業

（100～999人）

小企業

（10～99人）
全体平均

営業用大型貨物自動車運転者 5,379 4,839 4,446 4,632

営業用貨物自動車運転者（大型車を除く） 4,859 4,318 3,853 4,306

職種平均 5,460 4,878 4,428 4,902
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２道内の荷主企業・物流企業・関係機関等に対するヒアリング 

2.1道内物流の特性 

(１)食品関連 

①農産物 

・ ヒアリングにより得られた情報や文献情報などから考察される農産物の物流特性お

よび道内物流パターンは以下のとおり。 

 

物流特性・道内物流パターン 

・農産物の多くは単価が安く、運賃負担力が低い。 

・ばれいしょ、たまねぎのように長期貯蔵して都度出荷する作物と収穫後予冷してす

ぐに出荷される作物がある。 

・貨物量の季節波動が大きい。多くの作物の収穫期は夏季から秋季に集中しており、

物量も同時期集中する。産地貯蔵して都度出荷できる作物もあるが通年出荷が可能

な作物は僅少。 

・JA への作物の集荷は、農家による持込み、JA による集荷（単一品目で当該 JA の

生産量が多い作物等の場合）の 2 パターンがある。 

・道内市場向けはトラックで輸送。JA からの出荷では原則としてトラックを満載にし

て輸送。一品目一納品先でトラックが満載にならない場合は、複数品目の混載、複

数納品先向け貨物の混載によって満載にしている。 

・作物により形状が異なる梱包容器（箱）をトラックに隙間なく積載するため、手積

み・手卸しが主流であるが、大型 JA ではシートパレットによる輸送もある。 

 

 

 

 

 

 

  

農家

ＪＡ（集出荷施設）

卸売市場・大口需要家等
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③日配品（パン） 

・ ヒアリングにより得られた情報や文献情報などから考察される日配品（パン）の物流

特性および道内物流パターンは以下のとおり。 

 

物流特性・道内物流パターン 

・日配品は賞味期限が短いため、工場から小売業に直送される。 

・小売店舗の着時刻は開店に合わせた 9 時～10 時。このため、工場から遠隔にある店

舗に配送するトラックの工場発は早朝となる。 

・配送には自社トラックによる配送と、小売業が指定するトラックが工場に集荷の 2

とおりがある。小売業が指定するトラックに積みきれない場合はメーカーのトラッ

クで輸送している。 

・工場の所在地から遠隔にある地域についてはデポが配置されており、工場から輸送

された製品はデポで納品先毎に仕分けされて各店舗に配送される。 

・量販店の納品先は、配送センターへの納品、各店舗への直送の 2 パターンがある。 

・コンビニについては、トラックが工場に集荷にくるパターンが多い。 

・中小小売業については店舗に直送している。 

 

 

 

 

 

 

  

製造業の工場

地方のデポ

道内各地の量販店、コンビニ、中小小売業の店舗

道内各地の量販店、コンビニ等の配送センター
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(２)医薬・日用品関連 

①医薬品（医療用） 

・ ヒアリングにより得られた情報や文献情報などから考察される医薬品の物流特性お

よび道内物流パターンは以下のとおり。 

物流特性・道内物流パターン 

・食品と比較して医薬品は単価が高いが、度重なる薬価の引下げにより利幅が薄くな

りコスト削減意識が高い。 

・医薬品の保管温度帯は常温、保冷、冷凍の３パターン。医薬品であるがゆえに厳格

な温度帯管理や品質管理が求められている。 

・医療品の形状は極めて軽量なものから透析物のような重量物まで幅が広い。 

・医薬品は製薬会社の道内工場や倉庫から卸売業の札幌圏の拠点倉庫に輸送、在庫さ

れる。 

・上記拠点倉庫から道内各地の営業所（倉庫を保有）に輸送して補充する。 

・営業所から病院・薬局からの注文に応じて配送される。 

・拠点間はパレット単位で輸送、病院や薬局へは 1 個から配送している。 

・営業所から病院・薬局等へは毎日 4 回の定期配送があり、これに加えて薬局には 3、

4 回の緊急配送がある。発注後 30 分以内の納品を要求するケースも少なくない。 

 

 

 

  

製薬業（道内工場・倉庫）

卸売業の札幌圏の拠点倉庫

道内各地の病院・薬局

道内各地の卸売業の営業所（倉庫）
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②日用品・化粧品等 

・ ヒアリングにより得られた情報や文献情報などから考察される日用品・化粧品等の物

流特性および道内物流パターンは以下のとおり。 

物流特性・道内物流パターン 

・日用品、化粧品等は、荷姿や大きさや商品によって異なり多岐にわたる。 

・日用品・化粧品は各種製品のメーカーの道内工場や倉庫から卸売業の道内各地に配

置された在庫拠点に輸送、在庫される。 

・日用品・化粧品業界では季節要因等による返品が一般的であるが、返品せずメーカ

ーからの協賛金を得て値引きして取引先の店頭で売り切る仕組みの卸売業者もあ

る。 

・各在庫拠点から量販店、ドラッグストア、コンビニ等の配送センターに輸送され、

そこから各店舗に配送される。中小小売業も店舗には各在庫拠点から配送される。 

・医薬品は医薬専門の物流企業が輸送するため、日用品・化粧品、医薬品それぞれの

配送センターを配置するドラッグストアもある。 

 

 

 

 

 

  

日用品・化粧品等製造業（道内工場・倉庫）

卸売業の道内各地の在庫拠点

道内各地の量販店、ドラッグストア、コンビニ等の店舗

道内各地の量販店、ドラッグストア、コンビニ等の配送センター

中小小売業の店舗
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(３)建設関連 

①建築資材・住設機器 

・ ヒアリングにより得られた情報や文献情報などから考察される建設資材の物流特性

および道内物流パターンは以下のとおり。 

物流特性・道内物流パターン 

・建設資材・住設機器は形状や大きさが多様であり、段ボール等の容器に梱包されて

いない（他の貨物との混載が難しい）。 

・小型の建設資材・住宅設備は道内のメーカーの工場や倉庫から卸売業の札幌圏の在

庫拠点に輸送される。地方部については同在庫拠点から道内の営業所（倉庫）に輸

送され在庫される。 

・卸売業からの配送先は金物店、建材店、工事現場等である。同じ商品であっても配

送先が建材店となる場合もあれば工事現場となる場合もある。 

・システムキッチン等の大型の住設機器はメーカーから建材店や工事現場等に直接納

品されるケースもある。また、住設機器メーカーが独自の代理店組織を形成してい

る場合はメーカーの道内倉庫・工場から代理店に直送されるケースもある。 

・住宅構造材は、工事現場に直送される。 

・工事現場は案件毎に場所や広さ、周辺の環境、建設物の内容が案件毎に異なるため、

輸送ルートを定型化できなく、また、工事現場では施工期間スケジュール、日々の

スケジュール（時間割）に合わせた納品が必要となる。また、スケジュールの変更

もあり納品日が直前に決まることや変更になることがある。 

 

 

 

  

建設資材・住設機器製造業（道内工場・倉庫）

卸売業の札幌圏の在庫拠点

道内各地の金物店・建材店等

卸売業の道内各地の営業所（倉庫）

工事・施工現場

代理店
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②コンクリート製品 

・ ヒアリングにより得られた情報や文献情報などから考察されるコンクリート製品の

物流特性および道内物流パターンは以下のとおり。 

物流特性・道内物流パターン 

・コンクリート製品は、大きく分けて生コンクリートとプレキャスト（コンクリート

加工品）の 2 種類がある。 

・生コンクリートは作り置きができないため、需要家からのオーダーが来てから製造

して出荷している。生コンクリートは製造して 90 分経つと固まり始めることから

JIS 規格を満たすために製造後 90 分以内での工事現場への到着が求められる。ま

た、生コンクリートはミキサー車でしか輸送できないことも特徴である。 

・プレキャストについては、道内工場から道内各地の工事現場に輸送される。プレキ

ャストは大きさや形状等が個々の製品によって異なることから、物流企業が保有す

る車両設備の状況を踏まえて製造会社が物流企業を選定して輸送を委託している。

近年は大型物件が増加しており、対応できる物流企業が限られるケースが増加して

いる。 

 

 

  

コンクリート製品の道内工場

道内各地の工事現場
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②持続可能な物流の実現に向けた取組 

【トラック輸送事業者の経営力の向上に向けた取組】 

・ 会員企業を対象として、自社の運賃や人件費、利益率等が北海道の運送事業者の平均

と比較してどの位置にあるのかを確認できる北海道の運輸事業者の平均的な経営指

標等を整理した資料の提供や、国土交通省が定めた標準運賃に近づけるよう荷主と運

賃交渉を進めるための方法論についてのセミナーの開催を行っている。 

 

【ドライバー不足対策事業】 

・ 車両の大型化を図るためのドライバーの確保に必要な免許取得（大型車両、牽引車両

等）に対する助成事業や、良い職場環境であることを「見える化」して求職者にアピ

ールする材料となる運転者職場環境良好度認証制度（(一財)日本海事協会主催）の取

得促進に係る助成事業を実施している。 

 

【荷主等と連携した協議会の運営】 

・ 「北海道トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の事務局を担当

している。同協議会では荷主事業者や、物流事業者との連携による物流効率化に向け

た実証事業を毎年実施している。 

 

【物流の安定化等に係る荷主企業への協力要請活動】 

・ 協会として荷主企業に対して燃料価格の高騰による運賃について理解を求める協力

依頼書を荷主企業に発送して協力を求めている。 

・ また、4 省庁連名（国土交通省北海道運輸局、厚生労働省北海道労働局、経済産業省

北海道経済産業局、農林水産省北海道農政事務所）による持続的で安定した輸送力の

確保に向けた協力依頼書を荷主企業に発送している。 

 

(２)経済関連団体 

①課題意識 

【トラックドライバー不足への対応】 

・ 道内物流の大きな問題としてトラックドライバーの不足がある。将来的にはダブル連

結トラック、自動走行などが考えられるが、足元の状況をどのように解決していくの

かが重要である。近年は宅配貨物が大幅に増加しており、積載率の低さ、再配達率の

多さが非効率を招きドライバー不足に拍車をかけている。 

・ 農水産物や食品の道外への輸送を担う輸送機関の構成は RORO 船が 7 割、JR 貨物が

3 割という状況であり、ドライバー不足に加えて、コスト高が課題となっている。ド

ライバー不足を解決するためにはリレー輸送などを検討していくことが必要である。 
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【輸送効率の向上】 

・ 輸送効率の向上にはトラックの積載率向上やパレット化の推進が重要であり、そのた

めには発荷主と着荷主の理解を得ることが重要としている。 

・ パレットを共通化する一貫パレチゼーションについては、パレットの分だけ減少する

積載量やパレットの回収が問題である。一貫パレチーションの実現には、物流企業、

発・着荷主企業それぞれの協力が必要であり、問題解決に向けてこれらが連携して取

り組むことが重要である。 

 

②持続可能な物流の実現に向けた取組 

・ 物流問題の解決に向けた調査事業を実施して対策方法を検討し、その結果を各種方面

に提言している。 

・ 2017 年度には食関連製品の移出に関して、ドライバー不足、鉄道輸送の課題、農産品

の季節繁閑とそれに伴う片荷問題について研究し、出荷量の平準化、荷主・流通業者

間の情報共有化の必要性、ドライバー不足への対応等について提言した。2018～2019

年度には青函物流について研究。第二青函多用途トンネルの必要性と実現性について

提言している。2020 年度には情報共有化、出荷量の平準化、ドライバー不足に関し、

道内の現状と課題、解決策について具体的に調査し、今後の方向性を確認した。2021

年度は、道内輸送ネットワークの直近の状況と全国に与える影響について調査研究し、

道内の輸送ネットワークが当面維持される必要性を提言している。 
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３道内トラック物流の安定化・効率化に向けた課題 

 

3.1北海道特有の物流環境 

・ 北海道の人口、産業立地が道央圏に集中しており、地方部は全国有数の農水産業の生

産拠点となっている。このため、食品や日用品等の消費財を始めほとんどの品目の貨

物の流動は道央圏に集中しており、物流拠点も道央圏に集中的に配置されているため、

道央圏～地方部間の貨物流動は道央圏が大幅な移出超過1となっている。一方、農水産

物の貨物流動量は道央圏が大幅な入超2となっている。このため、北海道においては、

道央圏から消費財等を輸送するトラックは帰り荷が少なく、農水産物等を輸送するト

ラックは道央圏から地方部に戻る帰り荷が少なく、低積載率や片荷輸送になりがちな

物流構造となっている。 

・ また、日本の国土の 22％を占める広大な面積に人口が点在3している北海道では、物

流拠点の立地が集中している道央圏との輸送距離が長い地域が多く、トラックドライ

バーの拘束時間も長くならざるを得ないケースが多くなる環境にある。さらに、農産

物の収穫が夏季から秋季に集中し、かつ建設関連では降雪の影響により生産効率が低

い冬季の生産活動を避けるため、貨物量の季節波動が大きく夏季から秋季にかけてト

ラック需要がひっ迫する傾向もある。 

・ このように、地勢的、社会・産業構造的に北海道は効率化の観点から課題の多い物流

環境にあり、持続的・安定的な物流の確保に向けた取組が特に重要な地域といえる。 

 

3.2物流危機に対する荷主の意識醸成と荷主の経営力の向上 

・ ヒアリング結果では荷主企業、物流企業ともにドライバー不足を認識しているが、物

流企業の意見をみると物流の 2024 年問題に対して自社の貨物の問題としてとらえて

いない荷主企業が多い等、荷主企業全般でみると物流企業の期待よりも認識が低い企

業の多いことがうかがわれた。2024 年以降は物流サービスの内容や運賃によっては、

荷主を選択せざるを得ないと考えている企業や道北北部の輸送路線の廃止を検討し

ている企業があった。一方、荷主企業の中には、現在は荷主企業が優位な立場にある

がこの関係は徐々に逆転するとみる意見もみられた。これらから、従前は物流企業を

選ぶ立場であった荷主企業が、今後は物流企業に選ばれる立場となる場面も増えてく

る可能性がうかがわれる。 

・ 本事業で調査対象とした大手・中堅の荷主企業では、貨物の着地や発地での待ち時間

の短縮化、検品廃止等による納品時の時間短縮に向けた取組がみられた。また、物流

 

 
1 本報告書 P8～13 参照 
2 本報告書 P12【畜産品】及び P13【その他の農産品】参照 
3 国勢調査（令和 2 年）によれば、北海道は 47 都道府県中、最も人口密度が低い 
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の 2024 年問題への対応に向けて、物流企業と協議を重ねている荷主企業や配送回数

の変更等物流サービスの見直しを進める荷主企業もみられた。一方、こうした取組を

進める上では、社内の調整、すなわち物流活動の改善を求める物流部門と、着荷主（顧

客）との取引の最前線にいる営業部門や売上の最大化が求められる店舗部門あるいは

物流に係る設備投資の可否を検討する経営層との調整が課題としてあげられている。 

・ これらから、安定的な物流の維持に向けては、物流サービスの仕様を決める（発・着）

荷主企業が、自社の商品をこれまで通りに輸送できなくなる可能性があるという認識

のもと物流問題を自社の問題として捉えて、物流サービスの仕様や運賃等のあり方を

物流企業とともに考える意識の醸成が重要である。さらに、物流サービスの検討は物

流部門のみならず営業部門や店舗部門等、企業内の様々な部門に及ぶことから、企業

の製造、物流、販売といったサプライチェーンの全体最適を視座に入れた戦略構築と

その実現に向けた経営力の向上が重要と考えられる。 

 

3.3企業の枠組みを超えた物流の安定化に向けた取組 

・ 北海道は地勢的、社会・産業構造的に北海道は効率化の観点から課題の多い物流環境

にあることから、持続的・安定的な物流の確保に向けては、個々の企業の枠組みを超

えた企業間の連携により、積載率の向上や片荷輸送の解消、積込・積卸時間の短縮等

による物流の効率性向上を図る取組が特に重要と考えられる。 

・ ヒアリング結果では、競合企業等他社との共同配送や物流拠点の共有化による物流効

率化の重要性に関心を示すものの、企業間のライバル意識等からこのような取組を

個々が発案することの難しさを指摘する荷主企業の意見がみられた。物流企業からは

効率が低い地方部の物流の共同化や、貨物特性や荷主の親和性を問わない共同配送へ

の展開に向けて、共同化に関心がある様々な荷主企業、物流企業が課題を共有して議

論する機会の重要性を指摘する意見がみられた。また、同業他社数社と連携して互い

に得意な担当エリアを決めて連携して輸送する取組を始めた物流企業の動きもある。 

・ 企業の枠組みを超えた取組は、これまでの企業間の関係等から事業の当事者が発案す

ることが難しい場合もあることから、公的機関等の第三者的な立場の機関の働きかけ

による検討の場の創出は、企業間において物流における「協調領域」を探る有力な方

策のひとつになると考えられる。 

 

3.4物流の効率化に向けた機械化や DXの推進等に向けた取組 

・ 自動車運転手の有効求人倍率の高さ4、ヒアリング結果からみられたトラックドライ

バーの不足は、人口減少・高齢化を背景とした産業全般における人手不足にも起因す

るものであり一朝一夕に解決する問題ではない。このため、ドライバーの負担軽減、

 

 
4 本報告書 P17 参照 
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リードタイムの縮減、物流作業の自動化等による物流作業の生産性向上が重要と考え

らえる。 

・ 荷主企業を対象としたヒアリング結果では、伝票の電子化・検品廃止や納品時刻の予

約システムの導入による納品待ち時間の縮減に取り組む企業、倉庫内作業の自動化に

取り組む企業、パレット輸送の実現に向けて実験を進めている企業等がみられた。物

流企業においては、トラックへの積卸機械の具備によるドライバーの負担軽減を図っ

ている企業、DX により配車効率の向上に取り組む企業等がみられた。 

・ 一方、このような物流作業の自動化等に係る設備機器やシステムの開発・導入等に係

る資金的支援を求める声もあった。 

・ このような自動化や DX の推進等には先行投資が必要であることから、先駆的に導入

した企業の成功事例の紹介等による取組意欲の醸成、先駆的な取組や資本力が脆弱な

中小企業等を対象とした資金面の支援等、普及促進に向けた公的機関の後押しが期待

される。 
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４道内の荷主企業・物流企業における物流に係る取組の情報発信 

4.1開催概要 

・ 安定的・持続的な物流の推進や物流の効率化に向けては、物流事業者をはじめ着荷主

も含めた荷主企業等も一緒になってそれぞれの立場で担うべき役割を考え対応する

ことが不可欠という課題認識から、北海道の地域物流の安定化に向けた荷主企業の取

組や、荷主企業を巻き込んで改善等を進める物流企業の取組を紹介する「物流セミナ

ー」を開催した。 

 

名称 物流セミナー 

～北海道の持続的かつ効率的な物流の推進に向けて～ 

開催日時 2023 年 3 月 27 日（月）15:00～16:45 

開催場所 TKP ガーデンシティ札幌駅前 3 階「ホール 3D」 

主催・共催 主催：経済産業省北海道経済産業局 

共催：国土交通省北海道運輸局 

開催方式 ハイブリッド方式（来場参加、オンライン参加併用） 

参加者数 203 名（会場 55 名、オンライン 148 名） 

開催プログラム １物流の現状等に関する説明（経済産業省北海道経済産業局） 

 

２事例紹介 

事例発表① 

イオン北海道株式会社 商品戦略部  

物流改革マネージャー 石田 将 氏 

事例発表② 

  幸楽輸送株式会社 代表取締役社長 不動 直樹 氏 

事例発表③ 

北海道ロジサービス株式会社  

執行役員専務取締役 髙橋 徹 氏 

  

※各事例発表の後に北海商科大学商学部商学科 教授 相浦 

宣徳 氏から取組のポイント解説等を実施。 

 

３施策紹介（経済産業省北海道経済産業局） 
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セミナーの様子 

 

 

物流の現状等に関する説明 

（北海道経済産業局） 

 

イオン北海道株式会社の事例 

（物流改革マネージャー 石田将氏） 

 

幸楽輸送株式会社の事例 

（代表取締役社長 不動直樹氏） 

 

北海道ロジサービス株式会社の事例 

（執行役員専務取締役 髙橋徹氏） 

  ※オンラインによる登壇 

 

事例ポイント解説 

（北海商科大学 教授 相浦宣徳氏） 
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５おわりに 

 

・ 本事業は、主としてトラック輸送の観点から北海道の地域物流に係る実態や課題等を

明らかにすることを目的に実施した。 

・ 本事業を進める上で、荷主企業・物流企業に対するヒアリングは重要な取組の一つで

あることから、ヒアリング項目を整理するために、「持続可能な物流の実現に向けた

検討会」（事務局：経済産業省・国土交通省・農林水産省、2022 年 9 月から開催）に

おける議論を参考とした。 

・ 本検討会は、人口減少に伴う労働力不足による需給バランスのギャップに加え、2024

年から施行されるトラックドライバーの時間外労働時間規制（物流の「2024 年問題」）、

燃料高・物価高等の影響を踏まえ、着荷主を含む荷主企業や一般消費者も一緒になっ

て、それぞれの立場で取り組むべき役割を再考し、物流を持続可能なものとするため

に設置・開催されているものである。本検討会における数次の議論を経て、2023 年 2

月 8 日に「中間取りまとめ」が公表5されており、同年 5～6 月に最終取りまとめが行

われる予定となっている。 

・ また、「総合物流施策大綱」（令和 3 年 6 月 15 日閣議決定）をみると、「これまで『競

争領域』とされる部分が多かった物流について、『協調領域』もあるという前提のも

と、協調領域を積極的に拡大する方向で捉え直すことも重要」という指摘がある。こ

れに関して、「物価高における流通業のあり方検討会」最終報告書案（2023 年 3 月 22

日公表）では、次のように提言されている。 

『競争領域と協調領域をよく見極め、それぞれにおけるリソース6の持ち方・使

い方を戦略的に考えていくことも求められる。・・・自社の強みとは関係の薄

い・ないところで、協調領域を形成することにより、生み出された余力・リソ

ースを競争領域に投下してこそ、顧客の方を向いた健全な競争が活発とな

る・・・SDGs 等、現代の社会課題の解決のためにも、個社や業界の壁を超え

た連携の深まりが必要』 

・ 本事業の中で実施した「物流セミナー」7において、複数の荷主企業・物流企業で「協

調領域」を見いだしてできることから実践していくことが必要という意見が出された

ことも考え合わせると、この提言内容は、今後の北海道の地域物流における「協調領

域」を考えていく上で、大きな示唆に富んでいると考えられる。 

 

 
5 次の経済産業省 HP 参照

（https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sustainable_logistics/20230208_repor

t.html） 
6 リソースについて、「物価高における流通業のあり方検討会」（事務局：経済産業省）の最終

報告書案（P23）では、「ビジネスに必要な資源・資本全般を指す。」と定義されている。 
7 2023 年 3 月 27 日開催、本報告書 P49～52 参照 
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・ 同セミナーの中では、北海道経済産業局から、令和 5 年度には「地域における物流の

課題や協調の可能性等について情報交換等を行う場」として「地域フィジカルインタ

ーネット懇談会（仮称）」を、北海道内で開催予定（経済産業省が関係省庁と連携しつ

つ実施）である旨の報告もなされたところである。 

・ 本事業の実施を通じて見えた「主としてトラック輸送の観点からの北海道の地域物流

に係る実態や課題等」については、例えばこうした懇談会などの場で活用され、北海

道の地域物流の安定化に向けた施策や荷主企業・物流企業の具体的な取組につながっ

ていけば、望外の喜びである。 

・ 結びに、業務ご多用の中、多くの荷主企業・物流企業・関係機関の皆様にはヒアリン

グにご協力いただき、現場の実情や業界ならではの事情・課題等について丁寧にご教

示くださったことに関し、厚く感謝を申し上げたい。 
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令和４年度地域経済産業活性化対策調査事業（北海道の 

物流環境、荷主と物流事業者の取組・課題等の把握に 

係る基礎調査事業） 

 

報告書 

 

令和 5 年 3 月 

 

事業委託機関：経済産業省北海道経済産業局 

事業実施機関：株式会社北海道二十一世紀総合研究所 

 

 


